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行政事務取扱委員  様 

 

湖南市長 松浦 加代子 

（公 印 省 略） 

 

民生委員児童委員の一斉改選における次期候補者の推薦について（依頼） 

 

 平素は、本市福祉行政に格別のご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 新年度となりましたので、先月の本会議と同様のご依頼となり、引継ぎ事項と

して前任者からお聞き及びのことと思いますが、令和７年 11 月 30 日をもって民

生委員児童委員および主任児童委員の３年の任期が満了し、全国で一斉に改選が

行われます。 

 昨年末から皆様のご協力のもと、現民生委員児童委員に継続意向調査を行った

結果が封筒に入れております別紙①のとおりです。 

つきましては、継続不可とお答えいただいている対象地域において、地域福祉

を推進いただける適任者の推薦についての助言や情報提供、また依頼時の同行な

どにご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

推薦から委嘱までの流れの一例を別紙②にお示ししています。お忙しいところ

恐縮ではありますが７月中旬を目途に次期候補者をご推薦いただきますようお願

いいたします。次期候補者の推薦にあたり、苦慮する点などありましたら別途ご

相談いただければと思います。 

なお、今後の予定につきましては下記のとおりです。 

 

記 

今後の予定 

・４月   次期候補者の推薦を区長へ再依頼     

・４～７月 候補者推薦  

・５月～  随時「民生委員推薦会」を実施 

・８月１日  候補者を県へ進達 

・12 月６日 委嘱状伝達式 

        

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  
湖南市健康福祉部福祉政策課  
福祉総務係 今井・藤田  
  TEL：0748-71-2359(直通 ) 
  FAX：0748-72-3788 
e-mail： fukusei＠city.shiga-konan.lg.jp 



市民 

あなたも民生委員・児童委員 主任児童委員 

になりませんか。 

～今年は一斉改選の年です。～ 

    民生委員・児童委員 主任児童委員ってなあに？ 

 「民生委員」は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、児童福祉法に定め
る「児童委員」も兼ねています。民生委員・児童委員は、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア
活動などに理解のある方が、子育てのこと、障がい者や高齢者、生活困窮者の福祉について研修などで学び、担
当の地域にてご活躍いただいています。支援や見守りを必要とする人に気づき、行政・関係機関につないでくれ
る身近で頼れる相談役です。湖南市では現在 113 名の民生委員・児童委員がいます。 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

 「主任児童委員」は民生委員・児童委員の一員であり、その中で特に子どもや子育て家庭への支援を専門的に
担当しています。湖南市では、９小学校区で 1 人ずつの主任児童委員が保育園や学校、赤ちゃんが生まれたお宅
への訪問や子育てサロンの開催など、児童や妊産婦への支援や協力を行っています。 
 

 
 

 

 

・困っている人の力になれたときにやりがいを感じる。 

・知らなかった地域の人と話せるようになった。 

・民生委員・児童委員としての活動が自分の可能性や意欲を広げることになった。 

・働いているときは知らなかった地域（の実情）を知ることができた。 

・自身も高齢であるが、頭と体を動かすいい機会になっていると思う。 

・「ありがとう」と言ってもらえることに達成感を感じている。 

・民生委員・児童委員の仕事をすることで、自然と困っている人に声をかけることができるようになった。 

・民生委員・児童委員の方はボランティア精神が高く、そのような「知り合い」が増え、自分の財産となった。 

 

詳細をお知りになりたいときは福祉政策課【電話 0748-71-2359】までご連絡ください。 

※現任民生委員・児童委員が継続される場合もあります。 
また委嘱の決定については地域の推薦を経て、湖南市民生委員推薦会にて審議されます。 

  
 

民生委員・児童委員 

行政・関係機関 
（行政・学校・自治会・社会福祉協議会、地域包括支援センター等） 

つなぐ 

つなぐ 

4/25～5/25 
甲西図書館にて 

活動風景を展示しています 
行います。 

現任 民生委員・児童委員 主任児童委員の声 

（令和６年１１月実施アンケートより一部抜粋） 



別紙②      一斉改選における民生委員・児童委員委嘱までの流れ      【目標】令和 7 年 7 月末までに定員 124 名の推薦を目指します。 
                 ※主任児童委員については市から直接依頼いたします。 

令和 6 年 12 月～令和 7 年 1 月末  
現任民生児童委員に継続意向確認実施   

↓  

令和 7 年 2 月～3 月 
意向調査で「継続不可」「検討中」と答えた現任民生児童委員宅へ訪問し、再確認 

↓ 

令和 7 年 3 月 
地域代表者会議にて現任民生児童委員の継続意向調査結果をもとに次期候補者推薦を依頼  
令和 7 年 4 月  
区の役員が交代する地域もあるため、3 月の内容を再依頼 

↓ 

令和 7 年 4 月～7 月【推薦準備会】 
区長、現任民生委員、中学校区ごとに担当分けした市職員とで次期候補者推薦のための協議 

 
協議（あるいはその都度電話連絡）などで名前の挙がった候補者宅へ区長や現任民生児童委員、 

市担当職員で訪問し民生児童委員の業務などを説明し、受けていただくよう依頼 
承諾が得られたら、候補者履歴書に記載いただき、福祉政策課へ提出する 

↓ 

【湖南市民生委員推薦会】候補者の適否検討を行い、県へ進達 

↓ 

県→国 厚生労働大臣より委嘱    →  令和 7 年 12 月６日 委嘱状伝達式 

「継続可」と答えた民生児童委員には市職員が 
訪宅し、お礼と必要書類を書いていただく 






